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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ステレオ光学手段により被写体のステレオ画像を取得する計測用内視鏡装置において、
　前記ステレオ画像を表示する表示手段と、
　前記ステレオ画像の何れか一方の画像上で指定される計測点に基づく領域を拡大し、計
測点拡大画像を生成する計測点拡大画像生成手段と、
　前記計測点に対応する対応点を前記ステレオ画像の他方の画像で検索し、該他方の画像
の前記対応点に基づく領域を拡大し、対応点拡大画像を生成する対応点拡大画像生成手段
と、
　前記計測点に基づいて前記被写体の計測を行う計測手段と、を有し、
　前記計測点拡大画像及び前記対応点拡大画像の生成は、前記ステレオ画像を１次以上の
補間によって拡大して行い、
　前記表示手段は、前記一方の画像上において、該一方の画像上で指定される位置から所
定距離離れた位置に前記計測点拡大画像を表示し、前記他方の画像上において、前記対応
点の位置から所定距離離れた位置に前記対応点拡大画像を表示する、
　ことを特徴とする計測用内視鏡装置。
【請求項２】
　前記計測点拡大画像及び前記対応点拡大画像を２値化する２値化手段を備えたことを特
徴とする請求項１記載の計測用内視鏡装置。
【請求項３】
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　前記計測点拡大画像生成手段は、前記計測点拡大画像を更に０次補間によって拡大した
画像を生成し、前記対応点拡大画像生成手段は、前記対応点拡大画像を更に０次補間によ
って拡大した画像を生成することを特徴とする請求項１記載の計測用内視鏡装置。
【請求項４】
　前記計測点拡大画像及び前記対応点拡大画像の輝度値又は色差値を表示する輝度値／色
差値表示手段を備えたことを特徴とする請求項１、又は３に記載の計測用内視鏡装置。
【請求項５】
　前記輝度値／色差値表示手段は、前記計測点拡大画像及び前記対応点拡大画像の輝度値
又は色差値をグラフとして表示することを特徴とする請求項４記載の計測用内視鏡装置。
【請求項６】
　前記計測点拡大画像及び前記対応点拡大画像上で前記計測点及び前記対応点に対応する
前記ステレオ画像上の位置を算出する位置算出手段を有し、
　前記位置算出手段は、前記ステレオ画像の前記画素単位より細かい単位で前記ステレオ
画像上の位置を算出することを特徴とする請求項１に記載の計測用内視鏡装置。
【請求項７】
　前記計測点拡大画像生成手段及び前記対応点拡大画像生成手段による拡大倍率は可変で
あることを特徴とする請求項１に記載の計測用内視鏡装置。
【請求項８】
　前記拡大倍率は、前記計測点拡大画像及び前記対応点拡大画像に表示されることを特徴
とする請求項７に記載の計測用内視鏡装置。
【請求項９】
　ステレオ光学手段を介して取得された被写体のステレオ画像を記憶手段に記憶する手順
と、
　前記ステレオ画像を前記記憶手段から読み出し、表示手段に表示する表示手順と、
　前記ステレオ画像の何れか一方の画像上で指定される計測点に基づく領域を拡大し、計
測点拡大画像を生成する計測点拡大画像生成手順と、
　前記計測点に対応する対応点を前記ステレオ画像の他方の画像で検索する検索手順と、
　前記他方の画像の前記対応点に基づく領域を拡大し、対応点拡大画像を生成する対応点
拡大画像生成手順と、
　前記計測点に基づいて前記被写体の計測を行う計測手順と、を行い、
　前記計測点拡大画像及び対応点拡大画像は、前記ステレオ画像を１次以上の補間によっ
て生成し、
　前記表示手順は、前記一方の画像上において、該一方の画像上で指定される位置から所
定距離離れた位置に前記計測点拡大画像を表示し、前記他方の画像上において、前記対応
点の位置から所定距離離れた位置に前記対応点拡大画像を表示する、
　ことをコンピュータに実行させるための計測用内視鏡装置用プログラム。
【請求項１０】
　前記計測点拡大画像及び対応点拡大画像を２値化する２値化手順を、さらにコンピュー
タに実行させるための請求項９記載の計測用内視鏡装置用プログラム。
【請求項１１】
　前記計測点拡大画像生成手順において、前記計測点拡大画像を更に０次補間によって拡
大した画像を生成し、前記対応点拡大画像生成手順において、前記対応点拡大画像を更に
０次補間によって拡大した画像を生成することを、さらにコンピュータに実行させるため
の請求項９に記載の計測用内視鏡装置用プログラム。
【請求項１２】
　前記計測点拡大画像及び対応点拡大画像の輝度値又は色差値を表示する輝度値／色差値
表示手順を、さらにコンピュータに実行させるための請求項９、又は１１に記載の計測用
内視鏡装置用プログラム。
【請求項１３】
　前記輝度値又は色差値表示手順として、前記計測点拡大画像及び対応点拡大画像の輝度
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値又は色差値をグラフとして表示することを、さらにコンピュータに実行させるための請
求項１２に記載の計測用内視鏡装置用プログラム。
【請求項１４】
　前記計測点拡大画像及び対応点拡大画像上で前記測定点及び前記対応点に対応する前記
ステレオ画像の位置を算出する位置算出手順を行い、前記位置算出手順において、前記元
画像の前記画素単位より細かい単位で前記元画像上の位置を算出することを、さらにコン
ピュータに実行させる請求項９に記載の計測用内視鏡装置用プログラム。
【請求項１５】
　前記計測点拡大画像生成手順及び対応点拡大画像生成手順による拡大倍率は可変である
請求項９に記載の計測用内視鏡装置用プログラム。
【請求項１６】
　前記拡大倍率は、前記計測点拡大画像及び対応点拡大画像に表示される請求項１５に記
載の計測用内視鏡装置用プログラム。
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は計測対象を撮像して元画像として読み取り、読み取った元画像上の計測点の位置
に基づいて計測を行う計測用内視鏡装置及び計測用内視鏡装置用プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　今日、計測用内視鏡装置は各種機械部品の傷や欠けの計測等に利用されている。このよ
うな計測用内視鏡装置は、計測対象を撮像して元画像を読み取り、読み取った元画像上の
計測点の位置に基づいて計測を行う。
【０００３】
　特許文献１には、元画像上の計測点を指定する技術として、元画像を拡大し、拡大画像
上で計測点の指定を行う方法が提案されている。この方法は、拡大画像上の画素の中から
計測点に対応する画素を選択して指定し、指定された画素に対応する元画像上の画素の位
置に基づいて計測を行う構成である。さらに、指定された計測点の元画像上での位置は、
拡大倍率の逆数単位で算出することができる。従って、この様に算出された位置に基づい
て、元画像の画素間隔よりも細かい単位の計測を行うことも可能である。
【０００４】
　ここで、従来方法による計測点の指定例を示す。例えば、図１０は計測対象の元画像を
示す。同図に示すように、元画像は背景が白であり、太さが２画素である２本の黒い線が
直角に交わっている。計測点は２本の線の交点の中心であり、この点を含む領域を拡大す
る拡大領域としている。
【０００５】
　図１１は、この拡大領域を拡大して示す図である。同図に示す拡大画像上には指定点を
示す＋印が表示されている。上記技術では、同図に示す拡大画像上で計測点を指定し、指
定された拡大画像上の画素に対応する元画像上の画素の位置に基づいて計測を行っている
。また、上記のように、指定された拡大画像上の画素に対応する元画像上の位置を拡大倍
率の逆数の単位で算出し、この位置に基づいて計測することも可能である。
【特許文献１】特開平４－３３２５２３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記のように元画像の画素間隔より細かい単位で計測点を指定する場合、計測点として
最も特徴を持つ点を元画像の画素間において判断して指定する必要がある。しかしながら
、従来技術では、前述のように拡大画像を単なる拡大によって生成しており、このような
単純拡大画像上で最も特徴を持つ点を指定することは困難である。すなわち、単なる拡大
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では元画像が単純に拡大されるだけであり、特徴が現れ難く、特徴ある位置をユーザが指
定することは困難である。さらに、高倍率時には画素の所謂ぎざぎざ部分が目立ち、正確
な位置指定が更に困難となる。
【０００７】
　そこで、本発明は拡大画像上で容易に計測点の指定が可能であり、高精度な計測を行う
ことができる計測用内視鏡装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題は本発明によれば、ステレオ光学手段により被写体のステレオ画像を取得する
計測用内視鏡装置において、前記ステレオ画像を表示する表示手段と、前記ステレオ画像
の何れか一方の画像上で指定される計測点に基づく領域を拡大し、計測点拡大画像を生成
する計測点拡大画像生成手段と、前記計測点に対応する対応点を前記ステレオ画像の他方
の画像で検索し、該他方の画像の前記対応点に基づく領域を拡大し、対応点拡大画像を生
成する対応点拡大画像生成手段と、前記計測点に基づいて前記被写体の計測を行う計測手
段と、を有し、前記計測点拡大画像及び前記対応点拡大画像の生成は、前記ステレオ画像
を１次以上の補間によって拡大して行い、前記表示手段は、前記一方の画像上において、
該一方の画像上で指定される位置から所定距離離れた位置に前記計測点拡大画像を表示し
、前記他方の画像上において、前記対応点の位置から所定距離離れた位置に前記対応点拡
大画像を表示する計測用内視鏡装置を提供することによって達成できる。
【０００９】
　このように構成することにより、拡大画像を生成する際元画像の一部又は全部が補間さ
れ、更に計測点指定手段によって指定された計測点の元画像上の位置が、元画像の画素間
隔より細かい単位で算出され、画像上の特徴を現れ易くすることによってユーザに特徴点
の位置指定を容易に行わせる構成である。
【００１１】
　このように構成することにより、さらに画像上の特徴を現れ易くし、ユーザの位置指定
を容易にし、部品の傷や欠け等の計測を高精度に行う構成である。
　また、本発明の計測用内視鏡装置は、例えば前記拡大画像の輝度値又は色差値を表示す
る輝度値／色差値表示手段を備える構成である。さらに、前記輝度値又は色差値表示手段
の表示をグラフによって表示する構成である。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、元画像を１次以上の補間により拡大して第１拡大画像を生成すること
によって、特徴点の輝度が第１拡大画像上に現れ、容易に計測点を指定することが可能と
なる。
【００１３】
　また、第１拡大画像を２値化することで特徴点の位置がより分かり易くなり、更に第１
拡大画像を０次補間により拡大して第２拡大画像を生成することによって、特徴点が大き
く表示され、部品の傷や欠け等の計測を更に高精度に行うことが可能となる。
【００１４】
　さらに、輝度値又は色差値の表示により指定点とその周辺の輝度を確認し易くなり、作
業性の向上を図ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、本発明の実施形態を図面を参照しながら説明する。尚、本実施形態では、内視鏡
としてステレオ計測可能な計測用内視鏡を挙げ、指定点としてはステレオ計測の対象であ
る計測点として説明している。
【００１６】
　図１～図９は本実施形態を説明する図であり、図１は計測用内視鏡装置を説明する図で
あり、図２は計測用内視鏡装置の構成を説明するブロック図であり、図３はリモートコン



(5) JP 5079973 B2 2012.11.21

10

20

30

40

50

トローラを説明する図であり、図４は直視型のステレオ光学アダプタを計測用内視鏡先端
部に取り付けた構成を示す斜視図であり、図５は図４のＡ－Ａ断面図であり、図６はステ
レオ計測により計測点の３次元座標を求める方法を示す図であり、図７は計測用内視鏡装
置による計測の流れを説明するフローチャートであり、図８は図１の計測用内視鏡装置の
ステレオ計測実行画面を示す説明図であり、図９は計測対象物の端の部分を指定する場合
を説明する図である。
【００１７】
　先ず、図１を用いて計測用内視鏡装置の全体構成を説明する。同図に示すように、計測
用内視鏡装置１０は、ステレオ計測可能なものを含む光学アダプタが着脱自在に構成され
た内視鏡挿入部１１と、該内視鏡挿入部１１を収納するコントロールユニット１２と、計
測用内視鏡装置１０のシステム全体の各種動作制御を実行するために必要な操作を行うリ
モートコントローラ１３と、内視鏡画像や操作制御内容（例えば処理メニュー）等の表示
を行う液晶モニタ（以下、LCDと記載）１４と、通常の内視鏡画像、あるいはその内視鏡
画像を擬似的にステレオ画像として立体視可能なフェイスマウントディスプレイ（以下, 
 FMDと記載）１７と、該FMD１７に画像データを供給するFMDアダプタ１８とを含んで構成
されている。
【００１８】
次に、図２を参照しながら計測用内視鏡装置１０のシステム構成を詳細に説明する。同図
に示すように、前記内視鏡挿入部１１は、内視鏡ユニット２４に接続される。この内視鏡
ユニット２４は、例えば図１に示したコントロールユニット１２内に搭載されている。ま
た、この内視鏡ユニット２４は、撮影時に必要な照明光を得るための光源装置と、前記内
視鏡挿入部１１を電気的に自在に湾曲させるための電動湾曲装置とを含んで構成されてい
る。また、内視鏡挿入部１１先端の個体撮像素子４３（図５参照）からの撮像信号は、カ
メラコントロールユニット（以下、CCUと記載）２５に入力される。 該CCU２５は、供給
された撮像信号をNTSC信号等の映像信号に変換し、前記コントロールユニット１２内の主
要処理回路群へと供給する。
【００１９】
　コントロールユニット１２内に搭載された主要回路郡は、同図に示すように、主要プロ
グラムに基づき各種機能を実行し動作させるように制御を行うCPU２６、及びROM２７、RA
M２８、PCカードインターフェイス（以下、PCカードI／Fと記載）３０、USBインターフェ
イス（以下、USB  I／Fと記載）３１、RS－２３２Cインターフェイス（以下、RS－２３２
C  I／Fと記載）２９、音声信号処理回路３２、及び映像信号処理回路３３とを含んで構
成されている。尚、CPU２６は、ROM２７に格納されているプログラムを実行し、目的に応
じた処理を行うように各種の回路部を制御してシステム全体の動作制御を行う。
【００２０】
　RS－２３２C  I／F２９は、CCU２５、内視鏡ユニット２４、及びリモートコントローラ
１３にそれぞれ接続されている。リモートコントローラ１３は、CCU２５、内視鏡ユニッ
ト２４の制御及び動作指示を行うためのものである。RS－２３２ｃ　I／F２９は、リモー
トコントローラ１３による操作に基づいてCCU２５、内視鏡ユニット２４を動作制御する
のに必要な通信を行うためのものである。
【００２１】
　前記USB  I／F３１は、前記コントロールユニット１２とパーソナルコンピュータ２１
とを電気的に接続するためのインターフェイスである。このUSB  I／F３１を介して前記
コントロールユニット１２とパーソナルコンピュータ２１とを接続した場合には、パーソ
ナルコンピュータ２１側でもコントロールユニット１２における内視鏡画像の表示指示や
計測時における画像処理などの各種の指示制御を行うことが可能であり、またコントロー
ルユニット１２、パーソナルコンピュータ２１間で各種の処理に必要な制御情報やデータ
等の入出力を行うことが可能である。
【００２２】
　また、前記PCカードI／F３０は、PCMCIAメモリカード２２、及びコンパクトフラッシュ
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（登録商標）メモリカード２３が着脱自由に接続される構成である。つまり、前記いずれ
かのメモリカードが装着された場合、コントロールユニット１２は、CPU２６による制御
によって、記録媒体としてのメモリカードに記憶された制御処理情報や画像情報等のデー
タを再生し、前記PCカードI／F３０を介してコントロールユニット１２内に取り込み、或
いは制御処理情報や画像情報等のデータを、前記PCカードI／F３０を介してメモリーカー
ドに供給して記録することができる。
【００２３】
　前記映像信号処理回路３３は、CCU２５から供給された内視鏡画像とグラフィックによ
る操作メニューとを合成した合成画像を表示するように、CCU２５からの映像信号とCPU２
６の制御により生成される操作メニューに基づく表示信号とを合成処理し、更にLCD１４
の画面上に表示するために必要な処理を施してLCD１４に供給する。これにより、LCD１４
には内視鏡画像と操作メニューとの合成画像が表示される。尚、映像信号処理回路３３で
は、単に内視鏡画像、あるいは操作メニュー等の画像を単独で表示するための処理を行う
ことも可能である。
【００２４】
　また、図１に示したコントロールユニット１２は、前記CCU２５を経由せずに映像信号
処理回路３３に映像を入力する外部映像入力端子７０を別に設けている。この外部映像入
力端子７０に映像信号が入力された場合、映像信号処理回路３３はCCU２５からの内視鏡
画像に優先して前記合成画像を出力する。
【００２５】
　前記音声信号処理回路３２は、マイク２０により集音されて生成され、メモリーカード
等の記録媒体に記録する音声信号、或いはメモリカード等の記録媒体の再生によって得ら
れた音声信号、あるいはCPU２６によって生成された音声信号が供給される。前記音声信
号処理回路３２は、供給された音声信号に再生するために必要な処理（増幅処理等）を施
し、スピーカ１９に出力する。これにより、スピーカ１９によって音声信号が再生される
。
【００２６】
　リモートコントローラ１３は、図３に示すようにジョイスティック６１、レバースイッ
チ６２、フリーズスイッチ６３、ストアースイッチ６４、計測実行スイッチ６５、及び拡
大表示切り換え用WIDEスイッチ６６、TELEスイッチ６７、明るさ調整スイッチ６８を併設
して構成されている。
【００２７】
　上記リモートコントローラ１３において、ジョイスティック６１は内視鏡先端部の湾曲
動作を行うスイッチであり、３６０度の何れの方向にも自在に操作指示を与え、真下に押
下することで湾曲動作の微調整の指示等を与えることが可能である。また、レバースイッ
チ６２は、グラフィック表示される各種メニュー操作や計測を行う場合のポインタ移動及
び真下への押下による選択項目の決定操作を行うためのスイッチであり、前記ジョイスィ
ックスイッチ６１と略同形状に構成されたものである。
【００２８】
　フリーズスイッチ６３は、LCD１４への表示にかかわるスイッチである。ストアースイ
ッチ６４は、前記フリーズスイッチ６３の押下によって静止画像を表示した場合、該静止
画像をPCMCIAメモリカード２２（図２参照）に記録する場合に用いられるスイッチである
。また、計測実行スイッチ６５は、計測ソフトを実行する際に用いられるスイッチである
。拡大表示切り換え用WIDEスイッチ６６、及びTELEスイッチ６７は、内視鏡画像を拡大縮
小するために用いられるスイッチである。さらに、明るさ調整スイッチ６８は、撮像され
た画像の明るさを調整するスイッチである。尚、前記フリーズスイッチ６３、ストアース
イッチ６４、及び計測実行スイッチ６５は、例えばオン／オフの押下式を採用している。
次に、本実施の形態の計測用内視鏡装置１０に用いられる光学アダプタの一種であるステ
レオ光学アダプタの構成を図４及び図５を参照しながら説明する。
【００２９】
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　図４及び図５はステレオ光学アダプタ３７を内視鏡先端部３９に取り付けた状態を示し
ており、該ステレオ光学アダプタ３７は、固定リング３８の雌ねじ５３により内視鏡先端
部３９の雄ねじ５４と螺合することによって固定される構成である。
【００３０】
　また、ステレオ光学アダプタ３７の先端には、一対の照明レンズ３６と２つの対物レン
ズ系３４、３５が設けられている。２つの対物レンズ系３４、３５は、内視鏡先端部３９
内に配設された撮像素子４３上に２つの画像を結像する。そして、撮像素子４３により得
られた撮像信号は、電気的に接続された信号線４３ａ、及び図２に示す内視鏡ユニット２
４を介してCCU２５に供給され、該CCU２５により映像信号に変換された後に映像信号処理
回路３３に供給される。尚、映像信号は輝度値または輝度値と色差値を含む。また、CCU
２５に供給される撮像信号によって生成される画像を元画像と呼ぶ。
【００３１】
　次に、図６を参照して、ステレオ計測による計測点の３次元座標の求め方を説明する。
左側及び右側の光学系にて撮像された元画像上の計測点の座標をそれぞれ（ＸL，ＹL）、
（ＸR，ＹR）とし、計測点の３次元座標を（Ｘ，Ｙ，Ｚ）とする。但し、（ＸL，ＹL）、
（ＸR，ＹR）の原点は、それぞれ左側及び右側の光学系における光軸と、撮像素子４３の
交点であり、（Ｘ，Ｙ，Ｚ）原点は左側及び右側の光学中心の中間点である。左側と右側
の光学中心の距離をD、焦点距離をFとすると、三角測量の方法により、
Ｘ＝ｔ×ＸR ＋D／２
Ｙ＝ｔ×ＹR
Ｚ＝ｔ×Ｆ
ただし、ｔ＝D／（ＸL－ＸR）となる。
【００３２】
　このように、元画像上の計測点の座標が決定されると、既知のパラメータD及びFを用い
て計測点の３次元座標が求まる。そして、いくつかの点の３次元座標を求めることによっ
て、２点間の距離、２点を結ぶ線と１点の距離、面積、深さ、表面形状など様々な計測が
可能である。
【００３３】
　以上の構成の計測用内視鏡装置において、以下に図７～図９を用いて本例の処理動作を
説明する。ここで、図７はステレオ計測のフローチャートを示し、図８はステレオ計測の
画面を示す図である。また、図８の画像は、例えば航空機のエンジン部品であるタービン
ブレードに欠けが生じた例を示しており、欠けの深さを２点間の距離から計測する計測画
面を示す。
【００３４】
　最初に前述のジョイスティック６１に設けられた計測実行スイッチ６５を押下すると、
図７（ａ）に示す計測フローが実行される。先ず、ステップS００１により、画素単位で
サンプリングして読み取った画像を元画像として取得し、ステップＳ００２で表示装置に
表示する。この表示は前述のLCD１４に行われる。図８（ａ）は読み取られた左右２つの
元画像と、計測操作を指示するアイコンと、レバースイッチ６２で位置が指定されるポイ
ンタからなる計測画面を示す。
【００３５】
　次に、ステップＳ００３において左画像上で計測点を指定する。この計測点の指定は、
図７（ｂ）に示す計測点指定フローにより実行される。先ず、ステップＳ１０１で元画像
上で拡大対象となる拡大領域を設定する。この拡大領域の設定は、図７（ｃ）に示す拡大
領域設定フローにより実行される。すなわち、ステップＳ５０１でレバースイッチ６２を
操作し、元画像上の計測点付近の位置を指定し、ステップＳ５０２でTELEスイッチ６７に
より拡大画像表示指示を行い、ステップＳ５０３で拡大領域を決定する。本例では、拡大
領域はレバースイッチ６２に指定された位置を中心とする所定の範囲の領域とする。
【００３６】
　次に、同図（ｂ）のステップＳ１０２に戻り、拡大画像を生成する。この拡大画像の生
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成は、図７（ｄ）に示すフローに従って実行される。先ず、ステップＳ６０１で、元画像
のうち拡大領域内の画素について、１次以上の補間により拡大倍率分だけ画素数を増加さ
せて第１拡大画像を生成する。この第１拡大画像の倍率は所定の倍率、設定メニュー操作
、又はWIDEスイッチ６６、又はTELEスイッチ６７の押下回数から設定される。補間方法は
、１次以上である線形補間、双３次補間などを使用する。
【００３７】
　例として、図９（ｆ）は、同図（ｂ）の元画像を線形補間により３倍に拡大した第１拡
大画像を示し、同図（ｇ）は第１拡大画像の輝度を示している。尚、図９は計測対象物の
端の部分を指定する場合を説明する図であり、同図（ａ）は測定物の端の部分を示し、同
図（ｂ）はその部分に対応する元画像を示し、同図（ｃ）は元画像の輝度を示す。尚、前
述の従来例で説明した元画像の単純拡大画像は、同図（ｄ）に示す拡大画像であり、同図
（ｅ）はその輝度情報を示し、特徴点が分かり難い拡大画像となっている。
【００３８】
　そこで、本実施形態で示すように、上記補間を行った拡大画像（図９（ｆ））とするこ
とによって、特徴点が容易に分かる画像となる。すなわち、本例の第１拡大画像には、元
画像の単純拡大画像で現れていなかった測定物と背景の中間の色も現れ、特徴点が容易に
分かり、計測点の指定が容易となる。具体的には、同図（ｇ）に示すように最適な計測点
ａを容易に指定することができる。また、この計測点は同図（ｄ）に示す単純な拡大画像
に基づいて指定できるものではない。
【００３９】
　次に、ステップＳ６０２では、上記第１拡大画像を２値化するか判断し、２値化する場
合にはステップＳ６０３に進み、しない場合にはステップＳ６０４に進む。ステップＳ６
０３では第１拡大画像を２値化する。この２値化の際のしきい値の設定は、所定の輝度値
、設定メニュー操作、明るさ調整スイッチ６８による設定、又は既存の２値化アルゴリズ
ムを用いて行う。
【００４０】
　図９（ｈ）は、同図（ｆ）の第１拡大画像を測定物と背景の中間の色で２値化した画像
を示し、同図(ｉ）は２値化した画像の輝度を示している。同図から明らかなように、２
値化した画像の端が計測点となるため、計測点の指定が非常に容易となる。この場合、計
測点は同図（ｉ）に示すｂとなる。
【００４１】
　一方、上記２値化処理を行わない場合には、ステップＳ６０４において、０次補間拡大
を行うか判断する。そして、０次補間拡大を行う場合にはステップＳ６０５に進み、行わ
ない場合には第１拡大画像を拡大画像とし、ステップＳ１０３に進む。
【００４２】
　ステップＳ６０５では第１拡大画像を０次補間によって拡大倍率分だけ画素数を増加さ
せ、第２拡大画像を生成する。この第２拡大画像の倍率は、所定の倍率、設定メニュー操
作、又はWIDEスイッチ６６、又はTELEスイッチ６７の押下回数から設定される。図９（ｊ
）は、同図（ｆ）の第１拡大画像を０次補間により２倍に拡大した第２拡大画像を示し、
同図（ｋ）は第２拡大画像の輝度を示している。同図から明らかなように、第２拡大画像
では第１拡大画像よりも特徴点が大きく表示されるため、特徴点が分かり易く指定し易い
。すなわち、同図（ｋ）に示すように、ユーザはより容易に計測点ｃを指定することがで
きる。
【００４３】
　次に、ステップＳ１０３において、拡大画像の大きさと位置を決定して表示する。尚、
表示位置は元画像に重畳することも可能であり、この場合、拡大画像の表示位置を元画像
の拡大領域から常に所定の距離以上離れた位置とすることで、拡大領域及びその付近が表
示されなくならないようにする。
【００４４】
　次に、ステップＳ１０４では拡大画像上において指定点となる画素を選択する。そして
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、選択された画素上には指定点を示すカーソルを表示する。尚、指定点となる画素は拡大
画像上の所定の固定位置でもよい。
【００４５】
　図８（ｂ）は、計測点付近にポインティングして拡大画像を表示させた場合の計測画面
を示している。この計測画面には画面中央に拡大画像と指定点を示すカーソルが表示され
る。拡大画像の右及び下には、それぞれ指定点から垂直方向及び水平方向の画素の輝度を
示すグラフが表示され、指定点とその周辺の輝度を確認することができる。また、第１拡
大画像、及び第２拡大画像の拡大倍率がそれぞれ４倍、３倍であることを示す「４ｘ、３
ｘ」が表示される。尚、図８（ｃ）は第１拡大画像および第２拡大画像の拡大倍率をそれ
ぞれ４倍、６倍にした場合を示す。
【００４６】
　次に、ステップＳ１０５において、上記指定点により計測点が指定されているか判断す
る。ここで、計測点の指定がされていなければ、ステップＳ１０６に進み、指定されてい
ればレバースイッチ６２を押下してステップＳ１０８に進む。
【００４７】
　ステップＳ１０６では拡大領域を移動するか判断する。ここで、拡大画像上に計測点が
表示されていればステップＳ１０４に移り、表示されている計測点を指定点として選択す
る。一方、拡大画像上に計測点が表示されていなければステップＳ１０７に移る。このス
テップＳ１０７では、拡大画像上の指定点により計測点が指定されるように、拡大領域を
移動する。
【００４８】
　拡大領域の移動、及び指定点の画素選択により指定点が計測点まで移動した後、ステッ
プＳ１０５でレバースイッチ６２を押下して指定点を決定し、ステップＳ１０８で指定点
の位置から計測点の元画像上での位置を算出する。
【００４９】
　次に、ステップＳ００４では、ステップＳ００３で指定された時点の拡大画像を、左画
像上に重畳して表示する。ステップＳ００５では、ステップＳ００３で指定された計測点
に対応する右画像上での対応点を検索する。この検索は既存の画像のテンプレートマッチ
ング法によって、元画像の画素間隔よりも細かい単位で行う。ステップＳ００６では、検
索された右画像上の対応点の周辺を、左画像の拡大と同様に拡大し、右画像上に重畳して
表示する。
【００５０】
　図８（ｄ）は、この時の計測画面を示している。これら元画像上の拡大画像の表示によ
り、次の計測点を指定する間にも、前回の計測点や右画像のマッチング結果を確認するこ
とが可能となり、計測の誤りを防ぐことが可能になる。
【００５１】
　次に、ステップＳ００７で、左画面の計測点の位置を修正するか判断する。ここで、左
画面の計測点の位置を修正する場合には、レバースイッチ６２を操作しで計測画面上のア
イコン「←」を選択し、ステップＳ００３に戻り、計測点を再度指定する。一方、修正し
ない場合にはステップＳ００８に進む。
【００５２】
　ステップＳ００８では、右画面の対応点の位置を修正するか判断する。そして、修正す
る場合には、レバースイッチ６２を操作して計測画面上のアイコン[→]を選択し、ステッ
プＳ０１０に進み、前述の左画像上の計測点の指定と同様にして右画像上で対応点を指定
する。そして、ステップＳ０１１において、右画像上の対応点の周辺を前述のステップＳ
００６における処理と同様に表示する。
【００５３】
　尚、ステップＳ００７及びステップＳ００８の判断に際しては、左画像の計測点と右画
像の対応点の周辺の拡大画像をそれぞれ左画面と右画面に大きく表示し、正しく計測点と
対応点が指定されているかを確認するようにしてもよい。
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【００５４】
　また、上記ステップＳ００８において、位置を修正しない場合ステップＳ０１２に進み
、他の計測点を指定するか判断する。そして、指定する場合にはステップＳ００３に戻り
、指定しない場合にはＳ０１３に進む。この処理は、上記指定された計測点の位置に基づ
いて計測を行う。図８（ｅ）は、２点間の距離を計測した場合の計測結果が含まれた計測
画面を示す。
【００５５】
　以上のように、本例によれば元画像を１次以上の補間により拡大して第１拡大画像を生
成することで、特徴点の輝度が第１拡大画像上に現れるため、容易に計測点を指定するこ
とができる。また、第１拡大画像を２値化することで特徴点の位置がより分かり易くなる
。
【００５６】
　また、第１拡大画像を０次補間により拡大して第２拡大画像を生成することで、特徴点
が大きく表示されて分かり易くなる。さらに、輝度値又は色差値の表示により指定点とそ
の周辺の輝度を確認し易くなり、作業性が向上する。
【００５７】
　尚、上記実施形態の説明では、航空機のエンジン部品であるタービンブレードの欠けに
ついて説明したが、本発明の計測用内視鏡装置は他の各種機器部品の傷や欠け等の計測に
利用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００５８】
【図１】本実施形態の計測用内視鏡装置を説明する図である。
【図２】計測用内視鏡装置の構成を説明するブロック図である。
【図３】リモートコントローラを説明する図である。
【図４】直視型のステレオ光学アダプタを計測用内視鏡先端部に取り付けた構成を示す斜
視図である。
【図５】図４のＡ－Ａ断面図である。
【図６】ステレオ計測により計測点の３次元座標を求める方法を示す図である。
【図７】（ａ）は、計測用内視鏡装置による計測の流れを説明するフローチャートであり
、（ｂ）は、計測点指定を説明するフローチャートであり、（ｃ）は、拡大領域の設定を
説明するフローチャートであり、（ｄ）は、拡大画像の生成処理を説明するフローチャー
トである。
【図８】（ａ）は、読み取られた左右２つの元画像を示す図であり、（ｂ）は、計測点付
近にポインティングして拡大画像を表示させた場合の計測画面を示す図であり、（ｃ）は
、第１拡大画像および第２拡大画像の拡大倍率をそれぞれ４倍、６倍にした場合を示す図
であり、（ｄ）は、左画像の拡大と同様に拡大し、右画像上に重畳して表示する図であり
、（ｅ）は、２点間の距離を計測した場合の計測結果が含まれた計測画面を示す図である
。
【図９】（ａ）は、測定物の測定対象を示す図であり、（ｂ）は、元画像の画素構成を示
す図であり、（ｃ）は、元画像の輝度を示す図であり、（ｄ）は、単純拡大画像を示す図
であり、（ｅ）は、単純拡大画像の輝度情報を示す図であり、（ｆ）は、本例の補間を行
った第１拡大画像を示す図であり、（ｇ）は、第１拡大画像の輝度を示す図であり、（ｈ
）は、本例の２値化処理を行った２値化拡大画像を示す図であり、（ｉ）は、２値化拡大
画像の輝度を示す図であり、（ｊ）は、本例のＯ次補間処理を行った第２拡大画像を示す
図であり、（ｋ）は、２次拡大画像の輝度を示す図である。
【図１０】計測対象の元画像の一例を示す図である。
【図１１】図１０の拡大領域の単純拡大画像を示す図である。
【符号の説明】
【００５９】
　１０・・・計測用内視鏡装置
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　１１・・・内視鏡挿入部
　１２・・・コントロールユニット
　１３・・・リモートコントローラ
　１４・・・液晶モニタ（LCD）
　１７・・・フェイスマウントディスプレイ（FMD）
　１８・・・FMDアダプタ
　１９・・・スピーカ
　２０・・・マイク
　２１・・・PC
　２２・・・PCMCIAメモリカード（ＰMCIAメモリカード）
　２３・・・コンパクトフラッシュ（登録商標）メモリカード
　２４・・・内視鏡ユニット
　２５・・・カメラコントロールユニット（CCU）
　２６・・・CPU
　２７・・・ROM
　２８・・・RAM
　２９・・・RS－２３２Cインターフェイス（RS－２３２C  I／F）
　３０・・・PCカードインターフェイス（PCカードI／F）
　３１・・・USBインターフェイス（USB  I／F）
　３２・・・音声信号処理回路
　３３・・・映像信号処理回路
　３４、３５・・・対物レンズ系
　３６・・・照明レンズ
　３７・・・ステレオ光学アダプタ
　３８・・・固定リング
　３９・・・内視鏡先端部
　４３・・・個体撮像素子
　４３ａ・・・信号線
　５４・・・雄ねじ
　６１・・・ジョイスティック
　６２・・・レバースイッチ
　６３・・・フリーズスイッチ
　６４・・・ストアースイッチ
　６５・・・計測実行スイッチ
　６６・・・拡大表示切り換え用WIDEスイッチ
　６７・・・TELEスイッチ
　６８・・・明るさ調整スイッチ
　７０・・・外部映像入力端子
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